
緊急企画

現時点での対応

１　国税庁及び総務省から公表され
ているFAQ等

令和２年４月16日時点において国税庁及
び総務省から公表されている，新型コロナ
ウイルス感染症の影響に伴う国税及び地方
税における対応に関する資料のうち，個人
に関する主要なものは以下のとおりである。

⑴　国税庁公表分
・　国税における新型コロナウイルス感染
症拡大防止への対応と申告や納税などの
当面の税務上の取扱いに関するFAQ（令
和２年４月16日更新）
・　確定申告期限の柔軟な取扱いについて
（４月17日（金）以降も申告が可能です）
（令和２年４月６日）
・　法人税及び地方法人税並びに法人の消

費税の申告・納付期限と源泉所得税の納
付期限の個別指定による期限延長手続に
関するFAQ（令和２年４月８日）

⑵　総務省公表分
・　新型コロナウイルス感染症の拡大防止
の観点からの申告期限等の延長について
（令和２年３月６日）
・　新型コロナウイルス感染症の拡大等に
よる申告期限の取扱いについて（令和２
年４月６日）
・　新型コロナウイルス感染症の発生に伴
い納税が困難な者への対応について（令
和２年４月１日）

２　申告・納付期限等の延長に関す
るこれまでの経緯

国税の申告・納付期限の延長について
は，国税通則法11条及び国税通則法施行令
３条２項に基づく令和２年３月６日付の国
税庁告示により，令和２年２月27日から同
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本稿では，最初に執筆時点における法令等に基づいて実施されている対応について整理し，
次に令和２年４月７日に閣議決定された新型コロナウイルス感染症緊急経済対策のうち，

個人に係る税制措置について解説し，最後に現時点で国税庁等から公表されているFAQや緊
急経済対策でカバーされていない実務上の論点について解説している。
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年４月15日までに申告期限等が到来する，
個人に係る申告所得税（並びに財産債務調
書及び国外財産調書の提出），贈与税及び
消費税の申告等については，その申告等の
期限を一律に同年４月16日とすることとさ
れた。
その後，４月６日に国税庁より「確定申
告期限の柔軟な取扱いについて」が公表さ
れ，感染拡大により外出を控えるなど期限
内に申告することが困難な納税者について
は，国税通則法11条及び国税通則法施行令
３条３項に基づき個別に申告期限の延長を
認めることとし，期限を区切らず，同月17
日以降であっても柔軟に確定申告書を受け
付けることとする旨が示された。同時に「申
告所得税，贈与税及び個人事業者の消費税
の申告・納付期限の個別指定による期限延
長手続に関するFAQ」が公表され，個別
に申告期限の延長を受ける際の具体的な手
続等が示された。
さらに，４月８日に「法人税及び地方法
人税並びに法人の消費税の申告・納付期限
と源泉所得税の納付期限の個別指定による
期限延長手続に関するFAQ」が公表され，
源泉所得税についても，国税通則法11条及
び国税通則法施行令３条３項に基づき個別
に納期限の延長が認められる旨示され，具
体的な手続等が合わせて示された。
地方税については，地方税法20条の５の
２第１項の規定により，地方団体の長は，
当該地方団体の条例の定めるところによ
り，申告等の期限を延長することができる
とされているところ，総務省より各地方公
共団体に対して，地方税における申告期限
の延長等について適切な運用がなされるよ
う地方自治法に基づく技術的な助言がなさ

れる等されており，各地方公共団体もそれ
に沿って対応しているようである。
総務省の３月16日時点の取りまとめによ
ると，公示又は個別対応の違いはあるもの
の，すべての地方公共団体において申告期
限の延長の対応がとられている模様であ
る。なお，各地方公共団体における具体的
な手続等については，各地方公共団体に確
認されたい。

３　申告・納付期限等の延長に関す
る留意点

申告・納付期限等の延長の概要について
は上記のとおりであるが，申告・納付期限
等の延長に関する注意点や具体的な手続等
について，国税庁から公表されている
FAQ等に基づき，以下解説する。

⑴　申告・納付期限等の延長と納税猶予
の関係
まず，国税通則法11条に基づく申告・納
付期限等の延長は「災害その他やむを得な
い理由により，国税に関する法律に基づく
申告，申請，請求，届出その他書類の提出，
納付又は徴収に関する期限までにこれらの
行為をすることができないと認める」場合
に適用されるものである。
そのため，今回の新型コロナウイルス感
染症による申告・納付期限等の延長も，新
型コロナウイルス感染症の流行により申告
や納付といった行為ができないことに対応
するものであり，新型コロナウイルス感染
症の流行に基因して売上が減少する等した
ことによる資金不足に対応するものではな
いことに留意すべきである。このことは，
国税通則法基本通達（徴収部関係）第11条
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関係の１（災害その他やむを得ない理由）
にも記載があるところであり，納税資金の
不足については，既存又は緊急経済対策に
盛り込まれた新型コロナウイルス感染症対
応の納税猶予制度で対応されるべきもので
ある。

⑵　申告・納付期限等の延長
①　申告・納付期限等の一括延長
申告・納付期限等の一括延長について
は，申告所得税，贈与税及び個人の消費税
に係る申告・納付等の手続を対象としてい
るが，対象を「その期限が令和２年２月27
日から同年４月15日までの間に到来するも
のに限る」としていることから，日をもっ
て期限が定められていない，出国による準
確定申告や，令和２年２月27日から同年４
月15日までの間に期限が到来しない，予定
納税額の減額申請については，申告所得税
に係る申請であっても，一括延長の対象と
ならない点に留意が必要である。また，源
泉所得税についても一括延長の対象とされ
ていない。
なお，出国による準確定申告については，
納税者が国内に住所又は居所を有しないこ
ととなる前に納税管理人の届出をすること
で，出国には該当しないこととなるため，
出国による準確定申告は不要となる。
②　申告・納付期限等の個別延長
申告・納付期限等の個別延長について
は，一括延長の対象とされている申告所得
税，贈与税及び個人の消費税に係る申告・
納付等の手続もその対象とされており，令
和２年４月17日以降であっても柔軟に確定
申告書を受け付けることとされ，申告書の
作成，来署が可能になった時点で税務署へ

申し出ることで申告期限延長の取扱いをす
るとされている。
また，一括延長の対象とはされていなか
った源泉所得税の納付手続についても個別
延長の対象とされている。
個別延長は「災害その他やむを得ない理
由」がある場合に認められることとなるが，
新型コロナウイルス感染症に関しては，外
出自粛要請等が行われていることもあり，
これまでの災害時に認められていた理由の
他に以下のような理由の場合についても個
別延長が認められるとされている。

・納税者や経理担当の事業専従者，税務

代理等を行う税理士（事務所の職員を

含む）が感染症に感染したこと

・納税者が感染症患者に濃厚接触した等

の事情により，保健所・医療機関等か

ら外出自粛要請を受けたこと

・納税者等が外国に滞在しており，ビザ

が発給されない等により入出国に制限

等があること

・担当者が感染症に感染した，感染拡大

防止のための休暇取得等により，納税

者又は税理士事務所等が通常の業務体

制が維持できない状況が生じたこと

なお，新型コロナウイルス感染症に関す
る今回の対応においては税務署等が柔軟に
対応されることが期待されるが，個別延長
を申請する際には，申告・納付等を行うこ
とができない状況を確認することとされて
いる以上，上記のような状況があった具体
的な事実を疎明できるよう，適宜記録を残
す等しておくべきである。
個別指定FAQによると，個別に申告期
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限の延長を受ける場合には，別途申請書等
を提出する必要はなく，申告書の余白に
「新型コロナウイルスによる申告・納付期
限延長申請」と付記すればよい旨示されて
おり，同FAQには電子申告による場合の
記載例も掲載されているため，参考とされ
たい。
個別に申告期限の延長を受ける場合の振
替納税の日は，延長後の期限から税務署内
での処理や金融機関への連絡等に要する日
数を加算して個別に設定することとされて
いるため，所轄税務署から個別に連絡する
とされている。なお，新規に振替納税を利
用する場合は，確定申告書の提出期限，す
なわち，個別に延長された申告期限までに
預貯金口座振替依頼書を提出する必要があ
るが，預貯金口座振替依頼書は，納税申告
書と異なり，発信主義の適用がないため，
確定申告書を郵送する場合には注意が必要
である。

４　現状での具体的な取扱い

FAQにおいて具体的な取扱いが示され
ているものを以下に記載している。なお，
FAQでは青色申告の承認申請についても
触れられているが，本稿では割愛する。

⑴　純損失の繰越し及び繰戻し還付
令和２年において事業所得などに生じた
損失がある場合，申告の区分に応じて以下
のとおり取り扱われる。
①　青色申告の場合，損益通算後も控除し
きれない部分の金額（純損失の金額）に
つき，翌年以後３年間繰り越すことがで
きる。令和元年においても青色申告の場
合は，令和２年分の確定申告の際に純損

失の金額の繰戻しによる所得税の還付請
求書を提出することにより，令和元年に
繰戻し還付を行うことも可能である。な
お，繰り戻さなかった金額については，
上記と同様に翌年以後３年間繰り越すこ
とができる。
②　白色申告の場合，純損失の額のうち，
事業用資産に生じた災害による損失等に
限り，翌年以後３年間繰り越すことがで
きる。事業用資産に生じた災害による損
失等とは，棚卸資産や事業用の固定資産
等に生じた災害による損失や被害の拡
大・発生を防止するために緊急に必要な
措置を講ずるための費用等をいい，飲食
業者の食材の廃棄損や施設等を消毒する
ための支出等は含まれるが，売上減少や
休業中に支払う人件費等は含まれない点
留意が必要である。

⑵　助成金の取扱い
国や地方公共団体からの助成金について
は，個別の助成金によって取扱いが異な
る。助成金の支給の根拠となる法令等の規
定により非課税所得とされるもの，及び，
所得税法９条１項各号に該当するものにつ
いては非課税となるが，それ以外の助成金
については所得税が課される。なお，いず
れの所得として課税されるかは助成金の内
容により異なるが，それぞれ以下のように
取り扱われる。
①　事業所得等
事業者の収入減少に対する補償等，業務
上の取引に関連して支給されるもの
②　一時所得
臨時的に一定の所得水準以下の者に対し
て支給する等，業務上の取引に関連しない
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もの
③　雑所得
上記①，②いずれにも該当しないもの

５　納税猶予制度

納税猶予制度は，国税通則法46条・地方
税法15条にその適用要件が規定されている。
国税については，①災害により財産に相
当な損失（保険金等により補填される金額
を控除した損失額が全資産額のおおむね20
％以上）を受けた場合に，災害のやんだ日
以前に納税義務が成立しており，災害によ
り財産に損失を受けた日以降１年以内に納
期限が到来するものにつき，災害のやんだ
日から２月以内に申請がある場合に，納期
限（国税通則法11条により納期限が延長さ
れている場合は，延長後の納期限）から１
年以内の猶予が認められ，担保は不要，か
つ，猶予期間に対応する延滞税が全額免除
される（通則法46①）。
また，②財産につき災害を受けた，納税
者又は納税者と生計を一にする親族が病気
にかかる等したことにより国税を一時に納
付することができないと認められる場合に，
原則１年以内（やむを得ない理由があると
認められるときは，申請により２年以内に
延長）の猶予が認められるが，原則として
担保が必要であり，猶予期間に対応する延
滞税は一部免除となる（通則法46②）。
今回の新型コロナウイルス感染症では，
納税者の財産に相当な損失を受けていると
いう事態は比較的少なく，外出自粛要請等
により通常の事業活動を行うことができ
ず，通常の事業活動を行っていれば得られ
たであろう収入が得られない事態，つまり
逸失利益が生じている事態が多いと考えら

れている。
そのため，財産に損失が生じていない納
税者が現行の納税猶予制度の適用を受けよ
うとすると，上記②の適用となり，原則と
して担保が必要（猶予金額が100万円以下
等の事情がある場合は不要）となり，また，
延滞税は軽減を受けられるにとどまること
となる（地方税も同様）。そこで，緊急経
済対策において，新型コロナウイルス感染
症の場合についても①の対象とすべく，特
例措置の導入が検討されている。
なお，FAQでは，新型コロナウイルス
感染症患者の発生に伴う消毒作業により食
材を廃棄した場合は①の適用があるとの記
載もあることから，納税猶予の申請の際に
は，①の適用可能性も念頭に置いて対応す
べきである。また，②の適用の場合は原則
として担保提供が必要とされているが，「新
型コロナウイルス感染症の影響により納付
の猶予制度の適用を受ける納税者について
は，財産の状況などから担保の提供ができ
ることが明らかである場合を除き，担保は
不要として取り扱っています。」との記載
があることから，担保提供を懸念して納税
猶予の申請をためらうことがないようにさ
れたい。

緊急経済対策（案）

令和２年４月７日に新型コロナウイルス
感染症緊急経済対策が閣議決定されたが，
緊急経済対策には税制措置も含まれている
ため，それらについて，財務省及び総務省
から公表されている資料をもとに解説する。

II
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１　納税猶予の特例

前記のとおり，今回の新型コロナウイル
ス感染症に関して，財産に損失が生じてい
ない納税者が現行の納税猶予制度の適用を
受けようとすると，上記 I５②の適用とな
り，原則として担保が必要となり，また，
延滞税は軽減を受けられるにとどまること
となる（地方税も同様）。
そのため，令和２年２月から納期限まで
の一定の期間（１か月以上）において，収
入が大幅に減少した場合（前年同期比おお
むね20％以上の減少）においても，担保が
不要，かつ，延滞税を免除できる特例を設
けるための法整備がされる予定である。
なお，本特例は令和２年２月１日から令
和３年１月31日までに納期限が到来する国
税及び地方税について適用されることとさ
れ，その際，施行日前に納期限が到来して
いる国税及び地方税についても遡及適用で
きることとされる予定であるから，すでに
納期限が到来しているものがある場合は，
早急に納税猶予の申請をすべきと考えられ
る。

２　中止イベントに係る入場料等の
寄附金控除

政府の自粛要請を踏まえて，文化芸術・
スポーツイベントを中止等した結果，主催
者に大きな損失が生じている状況を踏ま
え，文化芸術・スポーツに係る一定のイベ
ントの入場料等について，観客等が払戻請
求権を放棄した場合，当該放棄した金額に
ついて，寄附金控除（所得税は所得控除又
は税額控除，住民税は税額控除）の対象と
するとされている。

対象となるイベントは，不特定かつ多数
の者を対象とするイベントであって，令和
２年２月１日から令和３年１月31日までに
日本国内で開催される予定だったものであ
り，かつ，現に中止等されたものを対象と
する。
寄附金控除の適用までの流れは以下のと
おりである。

①　主催者が文化庁等に申請する。

②　文化庁等が主催者に対し特例対象イ

ベント証明書（仮）等を交付するとと

もに，当該イベント名等を公表する。

③　主催者が払戻請求権を放棄した観客

等に対し，特例対象イベント証明書

（仮）のコピー及び払戻請求権放棄証明

書（仮）を交付する。

④　確定申告の際，特例対象イベント証

明書（仮）のコピー及び払戻請求権放

棄証明書（仮）を申告書に添付する。

所得税においては，本特例を用いた寄附
金控除の対象金額は20万円を上限とし，他
の要件等は現行の寄附金控除と同様とされ
ている。
住民税においては，所得税において寄附
金控除の対象となるもののうち，住民の福
祉の増進に寄与するものとして当該地方団
体の条例で定めるものについて，当該地方
団体の住民税の税額控除の対象とすること
とされている。本特例を用いた寄附金控除
の対象金額は，所得税と同様の上限とする
とされている。
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３　住宅借入金等控除の適用要件の
弾力化

令和元年10月の消費税率引上げに伴う住
宅需要の低下を防止するために，住宅取得
等の対価の額等に含まれる消費税額が10％
の税率により課されるべきもので，かつ，
令和元年10月１日から令和２年12月31日ま
でに居住の用に供する等の要件を満たした
場合，控除期間が原則10年のところ，13年
に延長される特例が導入されている。
しかし，新型コロナウイルス感染症によ
り住宅設備の調達が困難になるなどした結
果，住宅メーカーから顧客への住宅の引渡
しに影響が生じている。
そのため，新型コロナウイルス感染症の
影響により住宅の引渡しが遅れ，控除期間
が10年となってしまう事態を防ぐべく，一
定の要件を満たした場合には，令和２年12
月31日までに入居できなかった場合であっ
ても，控除期間が13年の住宅借入金等控除
を適用できるようにする等，要件の弾力化
が図られる予定であり，具体的な内容は以
下のとおりである。

⑴　住宅ローン控除の特例の適用要件の
例外
以下の要件をすべて満たす場合，控除期
間が13年に延長された住宅借入金等控除を
適用できることとする。
①　新型コロナウイルス感染症の影響によ
って，新築住宅，建売住宅，中古住宅又
は増改築等を行った住宅への入居が遅れ
たこと
②　新築の場合は令和２年９月末まで，そ
れ以外の場合は令和２年11月末までに，

新築，建売住宅，中古住宅の取得，増改
築等に係る契約を行っていること
③　令和３年12月末までの間に②の住宅に
入居していること

⑵　中古住宅取得から６か月以内の入居
要件の例外
以下の要件をすべて満たす場合，中古住
宅の取得の日から入居までに６か月超の期
間が経過していた場合でも，当該中古住宅
取得のための住宅借入金等に住宅借入金等
控除を適用できることとする。
①　新型コロナウイルス感染症の影響によ
って，取得後に増改築等を行った中古住
宅への入居が遅れたこと
②　①の増改築等の契約が，中古住宅取得
の日から５か月後まで又は特例法施行の
日の２か月後までに行われていること
③　①の増改築等の終了後６か月以内に，
当該住宅に入居していること

⑶　住民税における対応
上記の弾力化措置の対象者についても，
住宅借入金等控除可能額のうち所得税から
控除しきれなかった額を，控除限度額の範
囲内で住民税から控除することとされる。

４　耐震改修した住宅に係る不動産
取得税の特例措置の適用要件の弾
力化

現状，耐震基準不適合既存住宅につき，
その取得から６月内に耐震改修を行い，耐
震基準に適合することにつき証明を受け，
かつ，入居した場合に，当該住宅が新築さ
れた時点に応じて一定の額に税率を乗じた
金額を減額することとされている。
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住宅借入金等控除と同様，新型コロナウ
イルス感染症の影響により改修が遅れるこ
とにより，当該特例措置の適用が受けられ
なくなることを防ぐため，要件の弾力化が
図られる予定であり，具体的な内容は以下
のとおりである。
①　新型コロナウイルス感染症の影響によ
って，耐震改修した住宅を居住の用に供
することとなった日が当該取得の日から
６月を経過する日後となったこと（ただ
し，令和３年度末入居分まで）
②　①の耐震改修に係る工事の請負契約
を，当該住宅の取得の日から５月を経過
する日又は法律の施行の日から２月を経
過する日のいずれか遅い日までに締結し
ていること
③　②の耐震改修に係る工事の終了後６月
以内に，当該住宅を居住の用に供すること

５　テレワーク等のための設備投資
税制

対象となる中小企業者等には，常時使用
する従業員数が1,000人以下の青色申告を
行う個人も含まれることから，当該設備投
資税制も適用されることとなる。詳細につ
いては，本緊急企画小原稿126頁を参照さ
れたい。

６　消費税の課税事業者選択届出書
等の提出に係る特例

消費税の課税事業者選択届出書等の提出
に係る特例についても，法人と同様，個人
についても適用がある。詳細については，
本緊急企画小原稿126頁を参照されたい。

検討すべき事項

ここまで，国税庁から公表されたFAQ
等や緊急経済対策で示された税制措置を解
説したが，最後にFAQ等で言及がないが
実務上の論点となりうる項目について取り
上げる。

１　テレワークのための設備を従業
員等に支給する場合の取扱い

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的
対処方針」において，テレワーク等の活用
が求められており，緊急経済対策において
テレワーク等のための設備投資税制の導入
が検討されているが，テレワークの実施に
は企業側の設備のみならず，従業員側にも
通信設備等が必要となる。
従業員等の自宅から勤務先のサーバー等
に接続できるようにする場合，インターネ
ットを介してVPNを利用することで通信
経路の安全を確保することが一般的と思わ
れるが，従業員の自宅にインターネット環
境がない場合にその環境を整えるための機
器（ルーター等）を支給又は貸与する，ま
た，インターネットプロバイダーの使用料
を補助することもあると思われる。
しかし，現状の所得税法９条１項６号及
びその委任を受けた所得税法施行令21条の
規定からすると，上記のような機器を従業
員等に支給した場合に非課税と取り扱うこ
とはできないと考えられる。
インターネット接続については，勤務先
の業務以外にも使用することが通常可能で
あることから，従業員等に対するインター
ネット接続に係る給付について給与課税す

III
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ることは問題ないとも考えられるが，テレ
ワークの推進を図る上では一定の配慮も必
要と考えられる。

２　通勤手当の取扱い

通常の給与に加算して支給される通勤手
当については，支給を受ける者の通勤形態
に応じて，一定の限度額まで非課税と取り
扱われているが，これは通勤手当を通勤に
要する費用に充てられる実費弁償的なもの
とする考えに基づくものである。そのため，
非課税となる金額は，電車やバス等の交通
機関を利用している者の場合，通勤のため
の運賃・時間・距離等の事情に照らして，
最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通
勤した場合の通勤定期券などの金額とされ
ている。
しかし，在宅勤務の場合，通勤費用が生
じないため，通勤手当の実費弁償的な要素
が薄れることとなる。
定期券等を購入した際にその領収書と引
換えに手当を支給している場合には特に問
題は生じないが，従業員等からの通勤経路

の申請に基づき，毎月の給与支給に合わせ
て通勤手当を支給しており，従業員等が申
請どおりの通勤経路の定期券等を購入して
いるか事後的に検証しているような場合，
通勤しない以上定期券等を購入する必要は
ないことから，通勤手当部分について非課
税と取り扱ってよいかは検討が必要と考え
られる。
執筆時点においては，東京都をはじめと
する７都府県に対する緊急事態宣言は令和
２年５月６日までの１か月間とされている
が，長期化することも考えられることから，
FAQ等で取扱いが明確化されることが期
待される。
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